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宮城県医療的ケア児等支援検討会議

資料１



本日の内容

１ 医療的ケア・医療的ケア児等とは

２ 県内の医療的ケア児等の実態調査

３ 県の医療的ケア児等支援施策
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１ 医療的ケア・医療的ケア児等とは
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，

4出典：“医療的ケア児等とその家族に対する支援施策”.厚生労働省.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00004.html





２ 県内の医療的ケア児等の実態調査
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市町村調査

調査対象
・県内35市町村を対象に令和5年1月1日現在で市町村に居住している医療的ケア児者
（医療的ケアを日常的に必要とする19歳以下の児童及び20歳以上の成人期（20歳前受傷者のみ））

調査実施期間
・調査アンケート：令和5年3月3日～令和5年3月29日
・ヒヤリング調査期間：令和5年5月9日～7月11日

調査実施方法

記述式アンケート調査

・アンケート調査については、宮城県より各市町村障害福祉関係部署へ依頼し、集計は宮城県医療的
ケア児等相談支援センターにて実施。
・ヒヤリング調査
調査書に基づき全市町村に、宮城県医療的ケア児等相談支援センターがヒヤリング調査を実施。

回答状況 ・県内35市町村中35市町村から回答（回答率100％）

主な調査項目

・記述アンケート調査
１．市町村基礎情報 ２．医療的ケア児者数 ３．医療的ケア児者支援状況
４．医療的ケア児者受け入れ資源状況 ５．災害時支援 （５カテゴリー 15項目）

医療的ケア児者数

児 333

者 301

333

301

280 290 300 310 320 330 340

児

者

宮城県 医療的ケア児者数（総数）

合計 634名



３ 宮城県の医療的ケア児等支援施策
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●名 称：宮城県医療的ケア児等相談支援センター （愛称：ちるふぁ）
●所在地：宮城県仙台市泉区南中山３丁目１９－１２（電話：022-346-7835）
●開所日：平日月曜～金曜 土日祝日及び年末年始は休み
●開所時間：8:30～17:30 / 相談受付時間：9:00～16:30

●スタッフ：看護師１名，理学療法士１名，社会福祉士１名
全員が相談支援員の有資格者，医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者
医師等を専門職アドバイザーとして委嘱

概

要

①総合的・専門的な相談支援
医療的ケア児や家族，関係機関等からの相談に対応

②情報の発信及び研修
・県民や行政担当者へ関連制度やその窓口，最新の施策情報の集約・ホーム
ページ等での発信

・支援者等対象の研修開催（※医療的ケア児等コーディネーター養成研修事
業及び医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修を含む）

③関係機関との連絡調整
支援要請に基づく連絡調整，協議の場等への参画
地域の支援体制強化のための連携

④医療的ケア児等支援に係る調査等

●実施主体
宮城県 （一般社団法人宮
城・仙台障害者相談支援従事
者協会への委託事業）
※相談支援専門員の職能団体

「医療的ケア児及びその家族
に対する支援に関する法律」
（R3.9施行）
医療的ケア児や家族の支援

に関する施策の実施が地方公
共団体の責務

★医療的ケア児とは★

日常生活において恒常的に
人工呼吸器による呼吸管理
や喀痰吸引，経管栄養等の
医療的ケアが不可欠な児童

業
務
内
容

運
営

根
拠

医療的ケア児等相談支援センター運営事業（R4.7.1開設）

令和５年度 医療的ケア児等支援体制整備推進事業

※医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業（H30～）

○ 法定カリキュラムに基づき，相談支援事業所等において，
○ 医療的ケア児等支援を総合調整する人材（コーディネーター）

通所事業所や保育所，学校等での直接支援を行う者（支援者）
を養成。（県・仙台市共同実施） コーディネーターになった
相談支援専門員，看護師等はチームで活動。

研修修了者 修了者の資格

コーディネーター

H30 35名

相談支援専門員，介護福祉士，看護師，保育士，他
（作業療法士，理学療法士，介護支援専門員，養護
教諭等）

R1 38名

R3 28名

R4 29名

支援者

H30 36名

相談支援専門員，看護師，保健師，准看護師，保育
士，介護福祉士，精神保健福祉士，行政 等

R1 69名

R3 40名

R4 74名

効
果

・福祉，医療，教育等，関係機関同士の
連携体制構築

・医療的ケア児等支援の裾野拡大

＜実 績＞



課題 医療型短期入所事業所開設状況（R5.4.1現在）

栗原市立若柳病院
R4年度～自主事業

 医療機関等で，短期入所用の病床を確保し，利
便性の向上を図る

 在宅の重症心身障害児者等及びその家族が地
域の中で安心して生活できるよう支援する

対象

仙台市⇒光ヶ丘スペルマン病院（H28.11～）
宮城県⇒登米市立米谷病院（H28.10～R3.3），

栗原市立若柳病院（H29.10～R4.3），
大崎市民病院（R1.10～），
大崎市民病院鹿島台分院（R1.10～）

事業
内容

・医療機関等で，短期入所事業所の指定を新たに取得
・サービス利用時の診療報酬と介護給付費の差額，
空床時の必要経費を補償

 医療的ケア児者等を一時預かる医療型短期入所事業所
は，病床数が不足し，予約が取りにくい

 病気等により介護が困難な場合の対応や介護者の精神
的・身体的負担の軽減などが求められている

仙台エコー医療療育センター
※コーディネーター設置

登米市立米谷病院
R3年度～自主事業

平成２７年度まで４カ所のみであった医療型短期入所事業所は，
平成２８年度以降，県・市が実施するモデル事業の他，医療機関
等の自主事業等により１２カ所に増えている。

成果

老人保健施設
リバーサイド春圃

石巻市立病院

光ヶ丘スペルマン病院

宮城県立拓桃園
独立行政法人国立病院機構

仙台西多賀病院

独立行政法人国立病院機構
宮城病院

医療型短期入所モデル事業

大崎市民病院
（R1.10.1～,15歳未満）

大崎市民病院鹿島台分院
（R1.10.1～,15歳以上）

事業の目的

■：自主事業（H27以前から実施）
●：自主事業（H28以降に実施）
★：宮城県モデル事業
☆：仙台市モデル事業 10

あいの実ストロベリー



医療的ケア児等コーディネーター配置事業

 平成２８年度以降に開設した医療型短期入所事業では，重症心身障害児者等が，サービスの利用を検討
する際に必要となる情報の周知が不足している

 職員の障害児者へのケアの経験の少なさから生じる受入への不安などにより，利用ニーズに対して十分に
応えることができていない

○利用者・家族との信頼関係
構築に時間を要する
○ノウハウ不足により，スタッフ
の不安が大きい

新
設
事
業
所

○受入れ可能人数に限りが
あり，新規利用の受入困難
○週末・学校の長期休暇時等
は，予約が重複し，断ること
も多い

老
舗
事
業
所

○信頼関係がないため，新設
事業所の利用に不安感

○利用可能な事業所が遠方の
場合，遠距離移動を強いられ
る

利
用
者

○各短期入所事業所で受入
可能な障害状況を知りたい

○適切なサービス等利用計画の
作成，情報提供が困難

相
談
支
援

コーディネーター

信頼関係構築 情報集約・発信

相談内容充実

ノウハウ共有

仙台エコー医療療育センターに

県・仙台市で共同設置

課題

事業の目的

 課題に対応するコーディネーターを県・仙台市共同で配置し，利用希望者が円滑に医療型短期入所サービ
スを利用できる体制の構築を目指す
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多様な子どもの安心子育て支援事業
課題

事業の概要
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【課題】
・医療的ケアに対応する看護師が全国的に不足し，障害福祉サービス事業所においても人材確保が困難
・医療的ケアの事例の少なさから，ケアのイメージが掴めず受入に消極的

求人（通所支援事業所等）

看護師求人を出して
いるけど，なかなか
応募がないな…

求職者（看護職員）

事業所で働きたいけど
求人はあるの？
病院や診療所との違いが不安…

県看護協会

【事業概要】

①看護職員の募集状況把握
②求人事業所と求職者とのマッチング
③スキルアップ研修
④フォローアップ

①

②

③

④


